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■
自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
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■
自
転
車
駐
車
場
を
利
用
す
る
と
き
は
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①
通
路
・
入
口
付
近
へ
の
駐
輪
や
割

り
込
み
を
せ
ず
、
整
理
し
て
置
き
ま

し
ょ
う
。

②
場
内
に
係
員
が
い
る
と
き
は
指
示

に
従
い
ま
し
ょ
う
。

③
場
内
に
長
期
間
放
置
さ
れ
て
い
る

自
転
車
な
ど
は
移
動
・
撤
去
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

問い合わせ ▼維持管理課

④
自
転
車
に
は
、
必
ず
防
犯
登
録
を

し
、
盗
難
防
止
の
た
め
、
駐
輪
す
る

と
き
は
二
重
に
施
錠
す
る
な
ど
し
ま

し
ょ
う
。

■
自
転
車
の
処
分
は
正
し
く
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処
分
の
依
頼
は�
環
境
保
全
課（
清

掃
事
業
所
内
／�
〈　

〉３
０
５
３
）

７６

一台の放置自転車が、さらに多くの
放置自転車を生み出します。

駅駅周周辺辺にに放放置置さされれたた自自転転車車はは、、歩歩行行者者のの
通通行行障障害害をを引引きき起起ここしし、、街街のの美美観観をを損損ねねまますす。。


